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注
\

検
査
標
章
に
は
、
自
動
車
の
前
面
ガ
ラ
ス
に
貼
り
付
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
図
の
（
表
）
及
び
（
裏
）、
車

両
番
号
標
に
貼
り
付
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
図
の
（
表
）
の
例
に
よ
り
、
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了

す
る
日
の
属
す
る
年
を
表
す
数
字
を
黒
線
の
楕
円
形
内
に
黒
字
で
、
ま
た
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了

す
る
日
の
属
す
る
月
を
表
す
数
字
を
黒
字
で
表
示
す
る
こ
と
。

]
検
査
標
章
の
地
色
は
黄
色
と
し
、「
国
土
交
通
省
」
の
文
字
は
黒
色
と
す
る
こ
と
。

^
軽
自
動
車
検
査
協
会
が
交
付
す
る
検
査
標
章
に
つ
い
て
は
、「
国
土
交
通
省
」
の
表
示
に
代
え
て
「
軽
自
動
車

検
査
協
会
」
を
表
示
す
る
こ
と
。

_
寸
法
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
三
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
は
り
つ
け
る
」
を
「
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
、「（
運
転
車
室
又
は
前
面
ガ
ラ
ス
の

な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
の
後
面
）」を
削
る
。

（
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

軽
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車

の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の

様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
国
土
交
通
九
三
）

J

〔
告

示
〕

〇
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

（
農
林
水
産
二
九
三
一
）

K

〇
輸
入
業
者
の
住
所
の
変
更
に
係
る
届
出
が

あ
っ
た
件
（
同
二
九
三
二
）

N

〇
肥
料
の
登
録
を
失
効
し
た
件

（
同
二
九
三
三
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

失
踪
、
破
産
、
免
責
関
係

O

特
殊
法
人
等

厚
生
年
金
基
金
解
散
・
清
算
人
就
任
関
係

L
R

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

M
J

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

M
M

˜
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